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はじめに 

 
横浜は、日本を代表する国際港湾都市としての役割を担い、その機能は現在にも脈々と

受け継がれています。 
横浜市（以下「市」という。）では、みなとみらい２１事業において、業務、商業、文化、

アミューズメントなど、多様な都市機能による魅力と活気に満ちた街づくりを進めています。 

みなとみらい２１中央地区 60・61 街区は、みなとみらい２１地区中心部と横浜駅の両方に

近接した大規模街区であり、都心臨海部における象徴的な開発を誘導する必要がある重要な

エリアです。 

今回の公募は、平成 27 年２月 25 日に策定した「みなとみらい２１地区 60・61・62 街区

街づくり方針（以下「街づくり方針」という。）」に基づき、「観光・エンターテイメント」

を軸とした街づくりを目指し、立地特性を活かした魅力ある提案を募るものです。 
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第１ 開発事業者募集の概要 

 
・ みなとみらい２１中央地区 60・61街区について、開発事業者（以下「事業者」という。）

を公募します。 
・ 開発を希望する企業又は企業グループは、まず「登録」を行い、次に「開発構想（処分価

格を含む。）」の「提案」を行います。市は、これらの提案内容等を審査し、事業予定者を

決定の上、関連手続を行います（この要項において企業とは、株式会社等の各種会社のほか、

学校法人等の各種法人を含みます。）。 

・ 土地処分の方法は、土地売却又は定期借地とします。 

 

１ 主催者 
当該事業者募集は、土地所有者である市が主催します。 

事務局は、一般社団法人横浜みなとみらい２１（以下｢ＹＭＭ｣という。）とします。 

 

２ 募集街区 
みなとみらい２１中央地区 60・61街区 

（１）60・61街区の全体【一体区画（東区画及び西区画）】（23,131.72㎡） 

土地売却とします。 

（２）60・61街区の一部【東区画】（20,034.93㎡） 

土地売却とします。 

（３）60・61街区の一部【西区画】（3,096.79㎡） 

借地借家法（平成３年法律第 90号）第 23条の規定に基づく事業用定期借地とします。 
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３ 手順 

（１）市会の議決案件となる場合（一体区画又は東区画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

（２）市会の議決案件とならない場合（西区画） 
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４ スケジュール 

（１）公募スケジュール 

 ・ 登 録 受 付：令和５年４月 17日（月）～令和５年 10月２日（月） 

 ・ 提 案 受 付：登録完了後～令和５年 10月 16日（月） 

 ・ 審 査：令和５年 10月～令和６年２月（予定） 

 ・ 事業予定者決定：令和６年２月（予定） 

※ 公募スケジュールは、都合により変更する場合があります。 

（上記登録受付期間に登録がないときは、期間を延長する場合があります。） 

 

（２）事業予定者決定後のスケジュール 

  ア 市会の議決案件となる場合（一体区画又は東区画の場合） 

    事業予定者は、市との間で基本計画協議を進めながら、仮契約を締結の上、市会の議

決後、事業予定者決定の翌日から１年以内に、「基本計画協定」及び「土地売買契約（以

下「売買契約」という。）」を締結することを基本とします。 

   

イ 市会の議決案件とならない場合（西区画の場合） 

事業予定者は、市との間で基本計画協議を進めながら、事業予定者決定の翌日から

６か月以内に予約契約を締結の上、事業予定者決定の翌日から１年以内に「基本計画協

定」及び「事業用定期借地権設定契約（以下「定期借地契約」という。）」を締結する

ことを基本とします。 

 

※ 基本計画協定は、売買契約又は定期借地契約に先立ち締結します（以下同じ）。 

 

５ 申込書類・契約書等 
登録申込書・提案申込書・質疑書・契約書の様式や標準例については、別添「申込書類・

契約書標準例（60・61街区用）」を参照してください。 

 

６ 使用言語及び単位 
当該事業者募集に関する提出書類、調整、契約等の言語は日本語、単位はメートル法

を使用します。 
 

７ 追加情報等 

今回の公募について、この要項以外の追加情報等がある場合には、事務局ウェブサイト 

（https://www.ymm21.jp/div/offering.html）に掲載します。 
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第２ 登録 

 
１ 登録者の資格 

登録者は、次に掲げる資格基準を満たす「企業」又は代表企業及びその他の構成企業（以

下「構成企業」という。）からなる「企業グループ」とします。 

 
（１）資格基準 

企業単独で登録を申し込む場合は、次の全ての資格基準を満たす必要があります。 

企業グループで登録を申し込む場合は、③及び④の資格基準については代表企業が満

たせば足りるものとし、それ以外については代表企業及び構成企業が満たす必要があり

ます。 

① みなとみらい２１事業の趣旨・目的に沿った開発構想を有する者であること。 

② この要項及びみなとみらい２１街づくり基本協定のほか、関係法令を遵守できる

者であること。 

③ 開発事業の主体となり、原則として、売買契約又は定期借地契約の相手方となるなど、 

必要な手続を行う者であること。 

④ 売買代金や賃付料等のほか、提案する事業の実施に必要な経費を確実に支払う資力・

信用力を有する者であること。具体的要件として、次の２つの条件を全て満たすこと。 

・ 純資産 10 億円以上 

・ 設立後５年以上経過 

⑤ 次号に定める「登録制限」に該当しない者であること。 
 

（２）登録制限 

次のいずれかに該当する場合は、登録を認めないこととします。 

 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者（一般競

争入札の参加者の資格を有しない者） 

 

イ 経営不振の状態（破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別

清算開始の申立て又は手形取引停止処分等がなされている状態をいう。）にある者 

 

ウ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条

第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は

当該構成員を含む団体 

 

エ 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号）第２条第２号に規定する暴

力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等

又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人そ

の他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。） 
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オ 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に

違反している事実がある者 

 

カ 国税及び地方税を滞納している者 

 

※ 提出された登録申込書類は、登録資格の判断のための調査・照会資料として使用します。 

 

（３）ＳＰＣ設立による事業計画 
登録者がＳＰＣ【＊】を設立して開発事業を行うことを予定している場合は、次の事項を

基本としてください（ＳＰＣ以外の新法人設立を予定している場合もこれに準じます。）。 

① 登録申込書に、ＳＰＣを設立して開発事業を行うことを記載すること。 
② 提案の提出書類として、ＳＰＣのエクイティ出資者やアセットマネジメント（ＡＭ）、

プロパティマネジメント（ＰＭ）業務等を担う企業名を付した全体スキーム図、設立に

向けたスケジュール等を簡潔にまとめたＳＰＣ設立の事業実施計画書を提出すること。 
③ ＳＰＣは、売買契約又は定期借地契約の相手方となるなど、必要な手続を行えるよ 

う、適切な時期に設立すること。 

④ 登録者（企業グループの場合は代表企業又は構成企業）は、ＳＰＣのエクイティ出資

者になり、ＡＭ又はＰＭ業務等を担うこと。 

なお、市が必要と認めた場合は、提案内容の実現性及び継続性を確実にしていくため、

登録者（企業グループの場合には代表企業又は構成企業）にエクイティの最大出資者と

なることや、「第５－３（１）エ」に定める指定期日から５年が経過するまでの間、定

期借地期間の継続出資を求めるほか、基本計画協議の中で、金融機関からのＳＰＣ融資

に際しての関心表明書（ＬＯＩ）等の提出を求めることがあります。 

【＊】「資産の流動化に関する法律（平成 10年法律第 105号）」に基づき設立する特定目的会社

及びその他の特別目的会社 

 
２ 登録手続 
（１）受付等 

令和５年４月 17日（月）から令和５年 10月２日（月）までの間、事務局において登録を受

け付けます（登録受付期間延長時は別途設定します。）。 

 

登録を希望する方は、必要書類を提出する１週間前までに事務局に相談してください。

（登録内容に不備があるときは、登録を受け付けない場合があります。） 

受付時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日（以下「祝日」という。）を除く９時～12時及び 13時～16時とします。 

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、事務局まで持参してください。 

 

＜受付窓口・提出先（事務局）＞ 

ＹＭＭ（一般社団法人横浜みなとみらい２１） 

横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 
クイーンズスクエア横浜 クイーンモール３階 
電話 ０４５（６８２）４４０４ 
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（２）提出書類 

次の提出書類を２部（１部原本・１部写し）提出してください。 

① 登録申込書（発行後３か月以内の印鑑証明書を添付のこと。） 

企業グループの場合は、代表企業を１社選定し、申込書の所定欄に明記してください。 
② 定款 
③ 商業登記簿謄本 
④ 最近期３か年分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 

⑤ 会社案内書 
⑥ 最近期の有価証券報告書（上場企業のみ） 
⑦ 過去10年間程度の開発事業等実績書（書式自由） 

⑧ 役員等氏名一覧表（氏名の読みガナ、性別、住所及び生年月日も記載） 

⑨ 納税証明書 

 法人税、消費税及び地方消費税 

・ 納税証明書「その１」（最近２年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額） 

・ 納税証明書「その３」又は「その３の３」（未納の税額がないことの証明書） 

 法人市民税 

・ 納税証明書（最近２年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額） 

※ ①の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例（60・61街区用）」 

１頁の「登録申込書記載要領」を参照してください。 

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。 
企業グループが申し込む場合は、代表企業及び構成企業とも提出してください。 

また、上記書類に該当するものが存在しないなどの場合は、代替書類の提出につい 

て事務局と協議してください。ただし、役員等氏名一覧表（氏名の読みガナ、性別、 

住所及び生年月日も記載）は必ず提出してください。 

 

３ 登録者の変更 

企業グループの場合、代表企業及び構成企業の変更は、原則として認めません。 

 

４ 資格審査及び結果通知 
登録申込者は、資格審査を経て、登録されます。 
資格審査の結果については、速やかに、事務局から登録申込者（企業グループの場合は

代表企業）に連絡します。 
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５ 登録者の取消し 

次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消します。この場合、登録を取り消された

者が応募した提案は無効にします。 

（１）「第２－１」に定める資格基準を満たさなくなった場合 

 

（２）申込内容に虚偽の記載や重大な変更等があった場合 
 

６ 登録の取下げ 
登録者は、登録を取り下げることができます。登録の取下げは文書によるものとし、事

務局に持参してください。 

 

７ その他 
（１）登録者の取扱い 

登録は、提案募集に応募するための資格となるものですが、応募の義務を伴うもので

はありません。 
また、登録申込者名及び登録者名は公表しません。 

なお、登録者数については、事務局ウェブサイト（https://www.ymm21.jp/div/offering.html） 

に掲載します。 

 

（２）提出書類の取扱い 
登録に際して提出された書類等は、一切返却しません。 

 
（３）登録料 

無料です。 

 
（４）ヒアリング 

必要に応じて、登録者に対し、登録申込書の内容について説明を求めることがあります。 

https://www.ymm21.jp/div/offering.html
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第３ 提案募集 

 
１ 応募者の資格 

応募者は、登録者とします。 
なお、登録内容に変更が生じる場合は、提案をする前に、事務局と協議してください。 

 

２ 応募手続 
（１）受付等 

登録完了後から令和５年 10月 16日（月）までの間、事務局において提案を受け付け

ます（登録受付期間延長時は別途設定します。）。 

受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く９時～12時及び 13時～16時とします。 
 

（２）提出書類 
次の書類について、①及び④は１部、②及び③は各 10部提出してください。 

（同一街区への複数の提案は不可とします。） 

※ 郵送等による提出は受け付けませんので、事務局まで持参してください。 

① 提案申込書（発行後３か月以内の印鑑証明書を添付のこと。） 
② 事業計画 

（提案趣旨、事業概要、テナント誘致方針、資金計画・収支計画及び開発スケジュール） 

③ 開発計画 
（開発コンセプト及び施設計画概要） 

④ 価格提案書 

※１ ②、③及び④の詳細については、別添「申込書類・契約書標準例（60・61街区用）」

８頁の「応募書類作成要領」を参照してください。 

※２ 登録申込みの際に提出した書類等に変更等があった場合は、最新のものを１部提

出してください。 

※３ ＳＰＣ等を設立予定の場合は、全体のスキームを示した事業実施計画書を10部提

  出してください。 

※ 必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。 
 

３ 質疑及び回答 
この要項に関する質疑及び回答は、次により行います。 

 

（１）質疑の方法及び受付 

質疑書により、質疑の要旨を簡潔にまとめ、「第２－２」に記載の受付期間・時間の

間に、受付窓口・提出先に提出してください。 

 

（２）回答 
質疑の回答については、事務局ウェブサイト（https://www.ymm21.jp/div/offering.html） 

に掲載します。（質疑書の受領後、原則として、２週間以内に回答） 

 

https://www.ymm21.jp/div/offering.html
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４ 企業立地促進条例に係る問合せ 
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例（平成 16年３月横浜市条

例第２号。以下「企業立地促進条例」という。）等の企業立地支援制度の申請を予定して

いる応募者は、提案の前に条例等の内容についてお問い合わせください。 

企業立地促進条例については、契約締結日（土地取得、建物設備取得、工事契約等）の

６か月～１日前までに申請することが必要とされており、応募者において申請を検討して

いる場合には、適用の可否など、あらかじめ必要な協議を所管部署と行ってください。ま

た、現条例の申請受付期間（令和６年３月 31日まで）に申請書の提出が必要であるため、

事業予定者決定前から申請に向けた準備を行ってください。 

なお、その他の企業立地支援制度についても、応募者において申請を検討している場合

には、適用の可否など、あらかじめ必要な協議を所管部署と行ってください。 

 

※ 「企業立地促進条例」の問合せ先 

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 電話０４５（６７１）３５１６ 
企業立地促進条例に関する情報 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/yuchi/support/seido/tokuteitiiki.html 

 

５ その他  
（１）応募者の取扱い 

応募者名については、公表しません。ただし、事業予定者及び「第６－１」に定める

次点事業予定者に決定した際には、その名称を公表します。 
なお、応募者数については、事務局ウェブサイト（https://www.ymm21.jp/div/offering.html）

に掲載します。 

 

（２）提出書類の取扱い 
応募に際して提出された書類等は、一切返却しません。 

 

（３）著作権の取扱い 
応募書類の著作権は、応募者に帰属します。 
ただし、市及び事務局は、審査結果の公表等必要な場合に無償で使用できるものとし、

応募者は提案に当たり、あらかじめ了承するものとします。 

また、応募書類は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12年条例第１号）

第２条第２項に規定される行政文書となります。情報公開請求があった場合、同条例に

則って対応します。 

 

（４）費用の負担 
この募集に関して、応募書類の作成等に要する費用は、応募者の負担とします。 
なお、応募については、無料です。 

 
（５）ヒアリングの実施 

応募書類について、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがあります。 

https://www.ymm21.jp/div/offering.html
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第４ 開発条件 

 
みなとみらい２１の街づくりは、地権者間で自主的なルールを定めたみなとみらい２１

街づくり基本協定（以下「街づくり基本協定」という。）及び関連細則、みなとみらい２

１中央地区地区計画（以下「地区計画」という。）、みなとみらい２１中央地区都市景観

形成ガイドライン（以下「景観形成ガイドライン」という。）等により調和のとれた街づ

くりを進め、質の高い、活気のある、快適な街を形成していくことを目標としています。 

施設計画を行う際には、関係法令を遵守するとともに地区計画、景観形成ガイドライン、

街づくり基本協定等の各項目の趣旨・内容をよく理解したものとしてください。 

なお、関係法令等の諸規制については提案時を前提とします。 

 

１ 募集街区の概要 

18～20ページの≪別表≫を参照してください。 

 

２ 開発規模 

下記（１）から（３）のいずれかを選択し、提案するものとします。 

（１）60・61街区の全体【一体区画（東区画及び西区画）】（23,131.72㎡） 

土地売却とします。 

（２）60・61街区の一部【東区画】（20,034.93㎡） 

土地売却とします。 

（３）60・61街区の一部【西区画】（3,096.79㎡） 

借地借家法（平成３年法律第 90号）第 23条の規定に基づく事業用定期借地とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 添付資料の公図(写)と地番表により募集街区の範囲を確認してください。 
（大規模土地のため、公図(写)は複数枚となります。） 

 

３ 土地利用計画                                  ※イメージ図（21ページ）参照 

街づくり方針や、60・61・62街区内の既決定計画との親和性があり、相乗効果を生むよ

うな土地利用計画としてください。 

 

（１）建物用途 

文化、商業、業務施設等 (※１)とし、「展示、観覧又は体験機能の用に供する集客施

設（以下「展示等集客施設」という。）(※２)」の建築敷地面積が開発区域面積の 25％以

上を占めることとします。 

一つの建築敷地に展示等集客施設を含む複合施設を計画する場合は、各施設の床面積の
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合計に展示等集客施設の床面積が占める割合を当該施設の建築敷地面積に乗じた面積を

算入できるものとします。 

なお、複合施設を計画する場合、開発区域内の屋内又は屋外の広場の部分で、以下の全

ての条件を満たす空間については、当該部分の面積を「展示等集客施設」の床面積として

算入できるものとします。(上記の広場の面積は、地区施設（歩行者通路）を除く部分で

算定するものとします。) 

 

ア 有効幅員 15ｍの歩行者通路として整備される地区施設に接する位置に配置され、当

該歩行者通路と円滑な歩行者の行き来ができること。 

イ にぎわいを創出する、通年のイベント等の実施が可能であること。 

 

また、次に掲げる用途は、「展示等集客施設」の付加価値を高める付属施設として「展

示等集客施設」の一部とみなせるものとします。 

 

・エンターテイメント性のあるテーマ型の飲食施設・物販施設 

・企業、大学及び市民等の交流・情報発信等のためのラウンジ・ホール・スタジオ等 

の施設 

・子供たちの体験学習型の施設 

・観光インフォメーション施設（観光案内やコンシェルジュ機能等を有する施設） 

・モビリティハブ（地区内外の回遊性向上に資する施設） 

 

（展示等集客施設の一部とみなせる施設のイメージは、「街区開発の手引き」を参照し

てください。） 

 

さらに、次の要件を全て満たすホテルは、展示等集客施設と同面積まで当該施設とみな

せるものとします。 
 

ア 客室の平均面積が 38㎡以上 

イ スイートルームの設置 

ウ 複数のレストラン、バンケットルーム、スパ、フィットネス施設、バーの設置 

エ コンシェルジュサービスの実施 

 

※１ 「文化」は、ホール、劇場、博物館、観覧場等を含みます。 

「商業」は、物販、飲食、ホテル等を含みます。 

「業務」は、本社機能、研究施設、研修施設、営業拠点、学校、病院等を含みます。 

※２ 展示等集客施設とは、観光・エンターテイメントの街づくりによる都心臨海部全体

のにぎわい・活性化に寄与する施設であって、「展示」「観覧」「体験」機能のいず

れかがあればよいものとします。 

 

（２）歩行者通路 

地区計画、街づくり基本協定及び関連細則、並びに街づくり方針に基づき、来街者が

安全・快適に楽しみながら通行できる歩行者通路として、有効幅員 15ｍの地区施設（以

下「中央通路」という。）及び有効幅員４ｍの地区施設（以下「歩道状空地」という。）

を事業者が整備するものとします。（西区画単独の提案の場合を除く。）中央通路及び
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歩道状空地は、原則として開放的な屋外の通路（青空）として確保してください。ただ

し、予定建築物の一部として整備する部分についてはこの限りではありません。その場

合、天井高を十分に確保し開放的なしつらえとするとともに、外部から視認しやすい通

路としてください。 

また、歩行者通路は、原則として、24時間開放の歩行者空間とし、事業者で維持管理

してください。 

歩行者通路のうち、60・61街区から 52街区へ至るとちのき通り上空には歩行者用デッ

キの整備が計画されており、とちのき通りを横断する桁及び 60・61街区内の階段、橋脚

等（エレベーターは除く。）を、52街区側の事業者が街区開発と合わせて設置する予定

です。デッキの設置及び管理の詳細については、都市整備局みなとみらい・東神奈川臨

海部推進課及び 52街区側の事業者と別途協議のうえ、設置及び管理に関する協定書を締

結することとなります。 

（歩行者用デッキに関する事項） 

・60・61街区側では、歩行者用デッキに近接した位置に横浜市のバリアフリー基準を

満たしたエレベーターを設置することとし、原則 24時間利用できることとします。 

・事業予定者決定後、デッキ接続及び階段位置等に関する計画調整（52街区側の計画

内容を基本とする。）及び工事調整が必要になります。 

・歩行者用デッキ竣工後は、60・61街区内の桁、階段、橋脚等（エレベーターは除く。）

の範囲について区分地上権設定（※）を行ったうえで、デッキ全体を市へ移管する

こととなります。 

・歩行者用デッキの日常的な管理（日常清掃、目視点検等）は 52街区側の事業者と等

分に分担して行うものとします。なお、詳細は、都市整備局みなとみらい・東神奈

川臨海部推進課及び 52街区側の事業者と別途協議のうえ、維持管理に関する覚書を

取り交わすこととなります。 

・60・61街区内の中央通路や建物は、平面及びデッキレベルで歩行者用デッキに接続

し、52－60・61街区間を歩行者が円滑に移動できる形態としてください。 

 

※区分地上権設定は、維持管理に必要な範囲（デッキ上の歩行面から原則として上空

4.5ｍの範囲ほか）を含め、設定することになります。60・61街区の事業者は、区分

地上権設定等に必要となる資料を事業者の負担により作成し提出するものとし、市

と土地の権原に関する協議の上、必要な登記手続きに協力するものとします。（区

分地上権設定をする場合の対価は無償とします。） 

 

（問合せ先） 

地区施設の整備及びデッキ接続について 
都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課  電話０４５（６７１）３５１６ 

 

（３）建物計画 

地区計画、景観形成ガイドライン及び街づくり基本協定等に基づき、周辺施設との調

和や街のにぎわいの演出に配慮した建物計画としてください。 

建物や空地等の配置・計画は街づくり方針を踏まえた計画とし、各施設の特徴を生か

しつつも街区全体として調和した街並み景観を形成してください。 

また、みなと色彩計画の区域にも含まれているため、建物計画の際には、港湾局と協
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議をしてください。 

 

ア 建物高さ 

最高高さ  100ｍ 最低高さ 14ｍ 

ただし、歩行者通路沿いは、通路側への圧迫感の軽減に配慮してください。（街づ

くり方針において敷地の一部を「中低層エリア」としていますが、周辺の開発状況を踏

まえて、60・61街区の開発では、地区施設の整備をもって方針の趣旨に適合している

と判断します。） 

 

イ アクティビティフロア 

歩行者通路や地区施設、外周道路沿いの建物低層部は、アクティビティフロア（にぎ

わい施設）を設置し、にぎわいがにじみ出すような開放的なデザインとなるよう配慮し

てください。 

 

ウ コモンスペース（広場状空地）の配置 

建築物の主要な出入口の前面、アクティビティフロアの周辺又は街角等には、コモン

スペースを適切に配置し、植栽やアートファニチャーなどで魅力ある空間を形成してく

ださい。 

 

（問合せ先） 

地区計画、景観形成ガイドライン及び街づくり方針 

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課  電話０４５（６７１）３５１６ 

 ・地区計画 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/pl
an-rule/chikukeikaku/kubetsu/naka/c-010.html 

 
・景観形成ガイドライン（※） 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/keikans

akutei/keikan.html 

※景観形成ガイドラインとは、横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成18年２月

横浜市条例第２号）に基づく都市景観協議地区【行為指針】と、景観法に基づく景観計画

【景観形成基準】をとりまとめたものです。 

なお、景観形成ガイドラインの解釈については、提案作成前にお問い合わせください。 

 

・みなとみらい２１地区 60・61・62街区街づくり方針 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/606162h

oushin.html 

街づくり基本協定及び関連細則 

一般社団法人横浜みなとみらい２１      電話０４５（６８２）４４０４ 

 https://www.ymm21.jp/div/central.html 

 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/plan-rule/chikukeikaku/kubetsu/naka/c-010.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/plan-rule/chikukeikaku/kubetsu/naka/c-010.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/606162houshin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/mm21/606162houshin.html
https://www.ymm21.jp/div/central.html
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（４）周辺基盤への配慮 

周辺の歩道等の基盤施設への影響に配慮した計画とし、施設の規模や特性に応じて、 

集中発生する人流を検討してください。（集中発生の人流規模の目安：１万人未満） 

一斉入退場が見込まれる施設を設ける場合には、周辺基盤への負荷が過大になるのを 

防ぐため、敷地内に人の滞留のために十分な広さの空間を設けてください。 

提案前に、周辺の基盤状況や諸条件について都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海 

部推進課に確認してください。 

 

（５）熱供給の受入計画 

建物の設計に当たっては、都市システムとして地区に導入されている地域冷暖房シス 

テムを利用する計画としてください。 

公募区域内のとちのき通り沿いの歩道状空地、及び街区を貫通する中央通路の部分に 

は、地域冷暖房システムの洞道が敷設されており、みなとみらい二十一熱供給株式会社に

よる区分地上権が設定されています。熱供給の供給位置及び供給の向き（想定）について

は、21ページの「60・61街区 開発イメージ」を参照してください。 

また公募期間中に、都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課及びみなとみら 

い二十一熱供給株式会社と、熱供給の方法及び施工方法についてあらかじめ協議してくだ

さい。 

土地の売買にあたっては、横浜市とみなとみらい二十一熱供給株式会社で締結してい 

る区分地上権設定契約書を継承してください。 

 

（問合せ先） 

熱供給について 
みなとみらい二十一熱供給株式会社      電話０４５（２２１）０３２１ 

街づくり基本協定 
一般社団法人横浜みなとみらい２１      電話０４５（６８２）４４０４ 

 

（６）交通処理 

周辺交通（車両及び歩行者）への影響に配慮した交通処理計画とし、適正に駐車場（観

光バスの利用がある場合は観光バスを含む。）及び駐輪場（自転車・バイク）を配置し

てください。また、駐車場に入庫する車両の待機スペースを敷地内に確保する計画とし

てください。 
街区内への車両の出入りは、左折によるものとし、周辺道路に交通混乱を起こさない

ように計画するとともに、交通管理者（神奈川県警察本部）及び道路管理者（市）と協

議を行ってください。（提案受付中の協議は、都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海

部推進課と行ってください。） 

 

（７）緑地・植栽など 

緑の環境をつくり育てる条例第９条の施行に関する基準第６条第２号及び第３号の規

定により、建築物の緑化率は５％以上とする必要があります。街づくり基本協定及び関

連細則の趣旨に沿った緑化の確保について積極的に検討してください。 
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（８）地球温暖化対策 

横浜市地球温暖化対策実行計画において、2050 年までの脱炭素化「Zero Carbon 

Yokohama」の実現を掲げ、市民、事業者、市の各主体が相互に連携・協働し、2050 年ま

での脱炭素化に向けた各種取組を推進しています。計画に基づき、省エネルギー性能の

向上、再生可能エネルギーの導入、その他地球温暖化対策に資する新技術の導入など、

一定の地球温暖化対策に資する取組を積極的に図ってください。 

（問合せ先） 

温暖化対策実行計画 

温暖化対策統括本部企画調整部調整課      電話０４５（６７１）２６２３ 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/ 

 

（９）環境配慮事項 

みなとみらい２１地区は 2022年 4月に環境省の「脱炭素先行地域」に選定されており、

大都市における脱炭素化モデルの構築や、脱炭素・SDGs の先行的推進による同地区の一

層の魅力向上等を、公民連携で地域一体となり取り組んでいます。 

今回公募にあたっては、脱炭素先行地域の参画施設となることを積極的に検討してく

ださい。 

また、新築される大規模建築物の省エネ義務基準を、2030 年までに ZEB レベルに引き

上げるとされている国の方針も踏まえ、建築物の全体又は一部について ZEB Oriented以

上を取得することを条件とします。 

（問合せ先） 

脱炭素先行地域 

温暖化対策統括本部プロジェクト推進課     電話０４５（６７１）４１０９ 

 

４ 電波障害対策 

「みなとみらい２１地区及び関連開発地区のテレビ電波対策の実施に関する基本協定」

に基づき、「横浜都心電波対策協議会（事務局はＹＭＭ）」へ加盟し、対策に要する費用

を負担してください。 

 

５ 都市の魅力向上と地域経済への貢献 

横浜の港や海・国際性・歴史を感じさせる建造物・緑や自然を生かした「都市ブランド

の向上」、文化・芸術の持つ創造性を生かした「都市の新しい価値や魅力の創出」、地域

企業との連携による「地域経済への貢献」等を積極的に図ってください。 

また、みなとみらい２１地区の地域の課題を抽出して改善へ向け、積極的な提案を行う

など、地域の魅力向上につながるものについては、審査上、評価するものとします。 

 

６ 遵守事項 

関連法令、地区計画、景観形成ガイドライン、街づくり基本協定及び関連細則等を遵守

してください。 

これらの遵守に当たり、「第７」に定めるところにより、事業者と市で「基本計画協定」

を締結します。 

また、地区施設上の通路機能の維持及びそれに付随する施設の取扱いについては、都市
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整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課と協議してください。 

（問合せ先） 

地区施設の取扱い 

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課  電話０４５（６７１）３５１６ 

 

７ その他 

 横浜市は、平成 23 年 12 月に国際戦略総合特区、平成 24 年１月に特定都市再生緊急整備

地域に指定されました。みなとみらい２１地区（新港地区は特定都市再生緊急整備地域を除

く）は、全てが適用される唯一のエリアです。国際競争力強化に向けた、規制緩和、税制上

の特例、金融上の支援など、一定の要件を満たした開発事業や施設の立地について活用する

ことが可能です。なお、横浜市は平成 30年に SDGs未来都市に選定されています。 

（問合せ先） 

特定都市再生緊急整備地域 

都市整備局企画課               電話０４５（６７１）３５１１ 

国際戦略総合特区 

経済局産業連携推進課             電話０４５（６７１）４６００ 

ＳＤＧｓ未来都市 

温暖化対策統括本部ＳＤＧｓ未来都市推進課   電話０４５（６７１）４３７１ 

 

また、提案内容により、一般財団法人民間都市開発推進機構の支援の対象となる場合があ

ります。同機構の支援決定は、支援基準等により機構が判断を行うため、出融資の詳細、条

件等については、直接機構に確認してください。 

（問合せ先） 

一般財団法人  民間都市開発推進機構     電話０３（５５４６）０７９７ 
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≪ 別 表 ≫ 

事  項 内  容 

街  区 60・61街区 

所  在 横浜市西区みなとみらい六丁目２番１ ほか 19筆 

公簿及び実測地積 23,131.72㎡ 

開発規模 街区全体／東区画／西区画 

都 

市 

計 

画 

等 

用途地域 商業地域 

防火・準防火地域 防火地域 

建ぺい率 80％ 

容積率 600％ 

最低高さ 14ｍ（最低限第１種高度地区） 

地区計画 

みなとみらい２１中央地区地区計画（インターナショナルゾーンB2） 

地区整備計画 
建築物等の高さの最高限度 100ｍ 

容積率の最低限度 100％ 

街づくり 

協定等 

みなとみらい２１街づくり基本協定及び関連細則等 

横浜市景観計画（みなとみらい21中央地区） 

みなとみらい２１中央地区都市景観協議地区 

中央地区駐車場整備地区 

特定都市再生緊急整備地域「横浜都心・臨海地域」 

土地区画 

整理事業 

みなとみらい２１中央地区土地区画整理事業 

（施行者：独立行政法人都市再生機構） 

基 

盤 

施 

設 

等 

接続道路  

西側・東側：市道高島台298号線（地区街路２号線） 幅員16ｍ 

南側：市道高島台242号線（みなとみらい６号線：とちのき通り）幅員30ｍ 

※ 上記幅員はおおむねの数値のため、現況優先とします。 

共同溝・ 

その他供給 

処理施設 

・ 建物の設計に当たっては、都市システムとして地区に導入されてい

る地域冷暖房システムを利用する計画としてください。 

 

（問合せ先） 

みなとみらい二十一熱供給株式会社 

電話０４５（２２１）０３２１ 

※ 「第４－３（５）」再掲 

地

盤

条

件

等 

造成地盤 

高さ 

Ｔ.Ｐ.（東京湾平均海面）＋ 5.00ｍ 程度 

・ 詳細は事業者の負担で調査してください。 

・ 周辺道路の地盤高については、公共下水道台帳図において参照する

ことができます。 

横浜市公共下水道台帳図 

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/  「だいちゃんマップ」 

支持地盤 

・ 事業者の負担で調査してください。 

なお、横浜市地盤地図情報において、近隣地における地盤情報 

（ボーリング資料）が公表されています。 

横浜市地盤地図情報  

http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/  「地盤 View」 



 

 - 19 - 

 

 

その他 

・ 引渡しは現状有姿（フェンスは存置）とします。 

応募前、土地売却においては仮契約及び売買契約、並びに定期借地

においては予約契約及び定期借地契約の締結前において、公図、測量

図等を基に土地や土地に付着する工作物等の確認をお願いします。 

なお、土地や土地に付着する工作物等に関して必要な協議について

は、売買契約又は定期借地契約締結後に事業者において対応すること

になります。（隣接者の工作物等が越境している場合も同様です。） 

 【参考】 

外周の一部にフェンスが設置されています。 

その他、工作物等の状況（位置、越境の有無等）を確認するため、

現地の立入りを希望する場合は、登録・提案期間中に事務局に申し出

てください。 

・ とちのき通りの歩道における既存の切下げについて、使用を希望する

場合は、使用後の復旧を原則とし、また、復旧に係る費用を負担するも

のとします。取扱いについては、都市整備局みなとみらい・東神奈川臨

海部推進課と協議してください。 

・ 当街区内では、横浜市は令和５年度初めから暫定通路を新設する工

事に着手し、令和５年夏頃に供用開始する予定です。高島中央公園北

の交差点付近からＫアリーナの大階段までをつなぐ暫定通路①（イメ

ージ図（21ページ）参照）は、土地売買契約時期を目途に横浜市が閉

鎖及び撤去しますが、横浜アンパンマンこどもミュージアム横の暫定

通路②は、現状有姿での引き渡しとし、土地売買契約後も引き続き通

行機能を維持してください。（工事期間中、代替ルートを確保のうえ

暫定通路②を閉鎖することも可とします。詳細については、都市整備

局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課と協議してください。） 

・ 暫定通路②には、隣接する横浜アンパンマンこどもミュージアムの

駐輪場出入口が設けられているため、工事期間中のアクセス確保等の

対応が必要になります。（詳細は、みなとみらい・東神奈川臨海部推

進課と協議してください。） 

・現在、西区画は暫定的に土地利用されていますが、土地売買契約締結

時までに工作物や舗装などの撤去を行い、更地とします。 

・当街区の外周道路は、路面の打換え工事が予定されています。当街区

の工事への影響は出ない見込みですがご留意ください。 

・地区施設（中央通路）において隣接地（Ｋアリーナ敷地）との高低差

を解消する際に、既設の地域冷暖房システムの立坑が舗装面に干渉す

る可能性があります。このため、当該部分にかかる整備を行う際には、

都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課及びみなとみらい二

十一熱供給株式会社と整備方法について事前に協議をしてください。 

・ 当街区内には、水道管等のライフラインは供給されていませんので、

事業者の負担で、街区内への引込みを行ってください。 

・ 区分地上権の設定範囲に載荷重等の制限があります。登記簿をご確認
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ください。 

・ 土地区画整理事業により、地震災害や地盤沈下などを考慮し、地盤

改良が行われています。 

・ 募集街区の一部は、平成８年にしゅん功した埋立地です。 

・ 埋立時の旧護岸等の構造物が残存しています。 

・ 土地区画整理事業において、同事業前の地上部分に存していた建物 

については、旧土地所有者又は旧建物所有者が撤去を行った後、地下 

残存物がある場合については、旧地盤高さからおおむね３ｍの深さま 

で撤去を行っています。 

（埋立時の旧護岸等の残存構造物に関する参考資料及び土地区画整理 

事業での撤去関係資料は、登録・提案期間中、事務局で閲覧ができま

す。） 
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第５ 土地処分条件 

暫定通路① 

＜凡例＞ 

○開発条件・街づくり方針・その他の事項 

              公募区域 

   ●●●     歩行者ネットワーク 

              とちのきデッキ 

              熱供給立坑・供給口の向き 

 

■地区計画・景観計画による事項 

有効幅員 15ｍ以上の歩行者空間 

（青空・非青空） 

有効幅員４ｍ以上の歩行者空間 

（青空・非青空） 

 

●街づくり基本協定・都市景観協議地区による事項 

     コモンスペース 

建物出入口、アクティビティフロア前面等 

に広場状空地を適切に配置 

 

■ 最高高さ 100ｍ 

■ 最低高さ 14ｍ 

● アクティビティフロア 

   歩行者通路や地区施設・外周道路に沿って、 

建物低層部ににぎわい施設を配置 

● 建築デザイン 

   板状など、閉鎖的で単調な形態意匠は避ける。 

● 駐車場 

青空駐車場は避け、とちのき通りからの駐車場

の出入りは避ける。 

○ 建物の高さ 

歩行者通路沿いは、通路側への圧迫感の軽減に

配慮してください。 

○ とちのきデッキとの接続 

52街区側へスムーズな動線を確保 

（隣地） 

 

（西区画） 

（東区画） 

 中央通路（地区施設） 

 

 歩道状空地（地区施設） 

暫定通路① 

暫定通路② 

暫定通路① 

＜凡例＞ 

○開発条件・街づくり方針・その他の事項 

              公募区域 

   ●●●     歩行者ネットワーク 

              とちのきデッキ 

              熱供給立坑・供給口の向き 

 

■地区計画・景観計画による事項 

有効幅員 15ｍ以上の歩行者空間 

（青空・非青空） 

有効幅員４ｍ以上の歩行者空間 

（青空・非青空） 

 

●街づくり基本協定・都市景観協議地区による事項 

     コモンスペース 

建物出入口、アクティビティフロア前面等 

に広場状空地を適切に配置 

 

■ 最高高さ 100ｍ 

■ 最低高さ 14ｍ 

● アクティビティフロア 

   歩行者通路や地区施設・外周道路に沿って、 

建物低層部ににぎわい施設を配置 

● 建築デザイン 

   板状など、閉鎖的で単調な形態意匠は避ける。 

● 駐車場 

青空駐車場は避け、とちのき通りからの駐車場

の出入りは避ける。 

○ 建物の高さ 

歩行者通路沿いは、通路側への圧迫感の軽減に

配慮してください。 

○ とちのきデッキとの接続 

52街区側へスムーズな動線を確保 

60・61街区 開発イメージ 

（隣地） 

 

（西区画） 

（東区画） 

 中央通路（地区施設） 

 

 歩道状空地（地区施設） 

暫定通路① 

暫定通路② 
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第５ 土地処分条件 

 
１ 土地処分の方法 
  下記(1)から(3)のいずれかを選択し、提案するものとします。 

（１）60・61街区の全体【一体区画（東区画及び西区画）】（23,131.72㎡） 

土地売却とします。 

（２）60・61街区の一部【東区画】（20,034.93㎡） 

土地売却とします。 

（３）60・61街区の一部【西区画】（3,096.79㎡） 

借地借家法（平成３年法律第 90号）第 23条の規定に基づく事業用定期借地とします。 

借地期間の満了日は、令和 31年９月 30日までとします（撤去期間を含む。）。 

 
２ 処分価格 

  下記の金額以上とする処分価格の提案を求め、提案された価格で処分します。 

提案区画 価格の種類 価格（円） 

一体区画 売却価格 
21,443,104,440円（927,000円/㎡）以上で、 

事業者の提案した価格 

東区画 売却価格 
18,710,621,127円（933,900円/㎡）以上で、 

事業者の提案した価格 

西区画 貸付料 
月額 4,403,635円（1,422円/㎡）以上で 

事業者の提案した価格 

   

３ 主な契約内容 

（１）売買契約 

ア 売買代金納付方法 

売買代金の納付方法は、売買契約締結時に一括納付とします。 

 

イ 所有権の移転及び土地の引渡し 
所有権は、売買代金を完納したとき、移転するものとします。 

所有権が移転したとき、現状有姿の状態で土地が引き渡されたものとし、市に受領書

を提出してください。 

 

ウ 所有権移転登記 

所有権の移転後、市に対して所有権移転登記を請求してください。 

なお、所有権移転登記等に要する費用は事業者の負担とします。 

 

エ 用途指定等 

市は、売買契約締結時に、開発計画に基づく建物の敷地として用途を指定（指定用途）

するとともに、指定用途に供さなければならない期日を指定（指定期日）します。 

また、事業者は、指定期日から５年が経過する日までの間、引き続き、指定用途に供

さなければならないものとし（指定期間）、暴力団の事務所などの用途に供することも
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制限します。 

指定用途の変更若しくは解除又は指定期日若しくは指定期間の変更を必要とすると

きは、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、市の書面による承認を得なければなら

ないものとします。 

 

オ 売買物件の譲渡等の禁止 

売買契約締結から指定期間が終了するまでの間は、市の承認を得ないで、売買物件の

所有権を第三者に移転し、又は貸し付けることを禁止します。 

ただし、提案された開発計画に記載されており、次の各号に該当する場合は、譲渡を

認めることとします。 

（ア）事業者が不動産証券化の手法により事業資金を調達するために、不動産を信託

する場合 
（イ）事業者が事業資金を調達するために、第三者へ会員権を売却し、当該第三者へ

建物を区分所有させる場合 
（ウ）その他、事業スキーム上必要であると、市が認めた場合 

 
また、提案された開発計画に記載されていない場合でも、事前に詳細な理由を付した

願書を提出し、記載された譲渡の理由が、真に開発事業の進捗に必要なものであると、

市が認めたときは、譲渡を承認するものとします。 

 
カ 買戻しの特約及び登記 

「第５－３（１）エ」に定める用途指定等及び「第５－３（１）オ」に定める売買物

件の譲渡等の禁止に違反した場合には、市は、無条件で売買物件を買い戻すことができ

ます。 

そのため、「第５－３（１）イ」に定める所有権が移転した日から 10年間の買戻し

の特約をするとともに、買戻特約の登記を行います。 
指定期間が満了した場合において、用途指定等及び売買物件の譲渡等の禁止につい

て、義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除し、請求により

買戻権の登記の抹消登記を嘱託します。 

なお、買戻権の抹消登記に要する費用は事業者の負担とします。 

 

キ 違約金 

「第５－３（１）エ」に定める用途指定等及び「第５－３（１）オ」に定める売買

物件の譲渡等の禁止に違反した場合には、売買代金の 30％相当を違約金として徴収し

ます。 

また、実地調査等への協力義務に違反した場合には、売買代金の 10％相当を違約金

として徴収します。 

 

（２）定期借地契約 

定期借地は、借地借家法第 23条の規定に基づく事業用定期借地権とします。 

 

ア 借地期間 

借地期間の満了日を令和31年（2049年）９月30日とします（撤去期間を含む。）。 
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イ 賃付料の改定 

賃付料が社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情に沿わなくなった

場合、市は、原則として、３年ごとに賃付料を改定することができるものとします。 

 

ウ 賃付料納付方法 

土地引渡し時に当該年度の賃付料を市が発行する納付書にて納付することとしま

す。 

次年度以降の納付方法については、１年分の一括納付（前納）か、１年分を最大４

回に分けて納付する方法のいずれかを選択することができるものとします。具体的な

手続等については、協議の上、決定します。 

 

エ 保証金 

定期借地契約締結時に賃付料 30か月分に相当する額を納付してください。 

保証金は、定期借地契約の終了時又は契約が解除されたとき、定期借地契約に定め

る事業者の原状回復義務の履行を市が確認後、事業者の請求に基づき、利子を付さず

に返還します。 

ただし、賃付料の滞納等、定期借地契約に定める事業者の債務不履行が存在する場

合、市は、保証金からこれを控除することができるものとします。（土地返還遅延に

伴う損害賠償金も控除することができます。） 

また、事業者において定期借地契約に定める原状回復義務の不履行があり、市が原状回

復を行った場合、市は、それに係る一切の費用を保証金から控除することができるものと

します。 

賃付料改定に伴い、市が必要と認めたときは、保証金の追加納付等が必要となる場

合があります。 

 

オ 権利金 

権利金は徴収しません。 

 

カ 事業用定期借地権の登記 

原則として、事業用定期借地権設定及び抹消登記を市が嘱託します。 

定期借地契約締結時に事業用定期借地権の登記事務に必要な書類を市に提出してく

ださい。 

なお、事業用定期借地権設定登記等に要する費用は事業者の負担とします。 

 

キ 用途指定及び転貸等の制限 

市は、定期借地契約締結時に、開発計画に基づく建物の敷地として用途を指定（指定

用途）するとともに、指定用途に供さなければならない期日を指定（指定期日）します。 

また、事業者は、指定期日から定期借地契約に定める賃貸借期間が満了する日まで

の間、引き続き、指定用途に供さなければならないものとし、暴力団の事務所などの

用途に供することも制限します。 

指定用途の変更若しくは解除又は指定期日の変更を必要とするときは、事前に詳細

な理由を付した願書を提出し、市の書面による承認を得なければならないものとします。 

その他、市の書面による事前の承認を得ないで、第三者へ土地を転貸すること又は

本件借地権を譲渡することを禁止します。 
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ク 契約の解除 

「第５－３（２）キ」に定める用途指定及び転貸等の制限に違反した場合には、市

は、定期借地契約を解除することができます。 

 

ケ 違約金 

「第５－３（２）キ」に定める用途指定及び転貸等の制限に違反した場合には、違反

時点の賃料の算定における基礎価格（更地価格）の 30％を違約金として徴収します。 

また、実地調査等への協力義務に違反した場合には、違反時点の賃料の算定における

基礎価格（更地価格）の 10％を違約金として徴収します。 

 

コ 土地の原状回復 

定期借地契約の終了又は契約が解除されたときは、自己の費用負担によって、土地

に存在する建物、工作物等を撤去し、土地を更地の状態で市に明け渡してください。 

事業者による土地の明渡しが遅延した場合には、損害賠償金が発生します。 

 

４ 建設発生土 

  当街区は、土地造成及び利用履歴において、特定有害物質等の使用が確認されていませ 

ん。このため、市で土壌汚染調査は実施しません。 

  基本計画協定書に基づく建築工事に伴う建設発生土の搬出については、建物計画に係る 

実施計画等を策定する前に、事前に市に協議してください。 

  建設発生土のうち、横浜市港湾局及び横浜港埠頭株式会社が発行する建設発生土受入手 

続（以下「受入手続」という。）に従い受入れが可能なものは、原則として、事業者の負 

担により、受入手続に定める建設発生土受入中継所に受け入れます。受入手続に定める土 

砂検定等により受入れが不可能な建設発生土（以下「基準超過土」という。）については、 

事業者が関係法令に基づき、適切に処分してください。基準超過土の処分に際し、受入手 

続に基づく費用を超えて通常要する費用については、市は、処分先、処分数量等を確認し 

た上で負担します。 

 

   横浜港埠頭株式会社建設発生土の受入 

http://www.yokohamaport.co.jp/utilization/soil 

 

５ 地中障害物 

当街区の一部は、旧高島埠頭、旧国鉄高島ヤード敷地です。土地区画整理事業において、

同事業前の地上部分に存していた建物及び旧護岸については、旧土地所有者又は旧建物所有

者が撤去を行った後、地下残存物がある場合については、旧地盤高さからおおむね３ｍの深

さまで撤去を行っています。 

第５－２で提示している土地価格及び賃付料（最低価格）の算定は、不動産鑑定上これら

の状況を反映して行っています。（埋立時の旧護岸等の残存構造物に関する参考資料及び土

地区画整理事業での撤去関係資料は、登録・提案期間中、事務局で閲覧ができます。） 

基本計画協定書に基づく建築工事の際、当該工事に支障となる地中障害物の存在が判明 

した場合、事業者が関係法令に基づき、適切に処分してください。処分が必要となった場 

合、市は、数量等を確認の上、当該地中障害物の積込、運搬及び処分並びにこれらを行う 

ために必要となる破砕に通常要する費用を負担します。ただし、残存構造物を不動産鑑定 

において価格に反映している旧高島埠頭、旧国鉄高島ヤード敷地については、旧地盤面から
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３ｍより深い部分に存在する地中障害物は市の負担の対象としません。 

 

６ 契約不適合 

一体区画又は東区画における土地売却の場合は仮契約又は売買契約の締結後、並びに西区

画における定期借地の場合は予約契約又は定期借地契約の締結後に、対象物件の土壌汚染、

残存地中障害物、地盤沈下等があることを発見しても、売買代金や賃料等の減免もしくは損

害賠償の請求又はこれらの契約の解除をすることができないものとします。 

ただし、「第５－４」及び「第５－５」に定めるものは、それぞれの定めるところにより

市が費用を負担します。 

 

７ イベント等の実施 

市は、募集街区において売買契約又は定期借地契約締結までの間、イベント等を実施す

る場合があります。また、売買契約又は定期借地契約締結後にも、イベント等の実施につ

いて、事業者に協力を求めることがあります。 

 

８ その他 

土地の処分等については、この要項に定めるもののほか、市にお問い合わせください。 
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第６ 事業予定者の決定 

 
１ 事業予定者の決定 

（１）提案内容の評価 

応募者の提案内容については、次の項目に基づき総合的に評価します。 

※1：本市借入金の償還等にかかる効果や財政運営上の効果等を勘案し、西区画（定期借地）の 

「提案価格」の配点については、５点満点とする。 

 

  上記評価項目の１～４については、11段階による絶対評価とし、判断基準及び得点化方法

は、次のとおりとします。 

 

 

 

評価項目 評価の視点 配点 

１ 事業主体 応募者は、当該事業を実施するのに十分な資力、信用、経営状況及

び事業実績を有しているか。 
20 

２ 事業・運営

計画 

(1) 事業計画は、市施策及びみなとみらい２１地区の開発の基本方向

と整合しているか。［10点］ 

(2) 十分な魅力や斬新さを有し、都市ブランドの向上、地区のイメー

ジアップ、にぎわいや文化芸術の創出、地域経済等への貢献、環境

配慮が期待できるか。（都心臨海部全体のにぎわい・活性化等に貢

献する提案となっているか。）［15点］ 

(3) 事業スキームや資金計画等の事業・運営計画の具体性、実現性が

高く、当該事業が長期にわたり安定的に実施されていくのにふさわ

しい計画となっているか。［15点］ 

40 

３ 施設計画 (1) 施設計画は、街並み形成や建物デザインなど、地区計画、景観形

成ガイドライン並びに街づくり基本協定及び関連細則等の規定の

趣旨を十分に考慮した計画となっているか。［10点］ 

(2) 建物内の施設配置や動線計画（地区施設等を含む。）は、適切な

ものとなっているか。［10点］ 

(3) 当街区の街づくり方針に合致した観光・エンターテイメント施設

として優れた提案になっているか。［10点］ 

30 

４ その他特に

優れた取組 

応募者の提案内容に特に優れた取組があり、総合的に評価できるか。 
10 

５ 提案価格 

当該応募者の提案価格－提案した区画の公募価格 

提案した区画の公募価格 

 

(乖離率／全応募者の中の最も高い乖離率)×10点［5点］※1 

                      ＝ 当該応募者の得点 

10 

［5］※1 

合  計 
 110 

［105］※1 

＝ 乖離率 
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（２）事業予定者の決定 

ア 市が審査し、事業予定者を決定します。 

なお、「事業予定者なし」とする場合があります。 

 

イ 応募提案が複数ある場合は、上記（１）をふまえ、総合的に審査し、事業予定者を

決定します。また、区画が重複しない優れた提案が複数あった場合は、複数の事業予

定者を決定する場合があります。 

 

ウ 市は、事業予定者とともに次点事業予定者を決定する場合があります。事業予定者 

と契約に至らなかった場合は、次点事業予定者を繰り上げて事業予定者とします。 

 

２ ヒアリングの実施 

応募提案書類の提出後、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがあり

ます。 

 

３ 事業予定者等の決定結果の通知 

市は、事業予定者及び次点事業予定者の決定結果について、応募者全員に文書で通知し

ます。 

 
４ 提案内容及び審査結果の公表 

事業予定者及び次点事業予定者については、その名称（グループの場合は代表企業及び

構成企業も含む。）を公表した上で、提案内容（抜粋）及び審査結果を公表します。 

また、事業予定者及び次点事業予定者以外の応募者については、匿名で提案概要及び審

査結果を公表します。 

判断基準 得点化方法 

極めて優れている 配点 ×10/10 

特に優れている 配点 × 9/10 

優れている 配点 × 8/10 

やや優れている 配点 × 7/10 

良好である 配点 × 6/10 

標準的 配点 × 5/10 

やや課題がある 配点 × 4/10 

課題がある 配点 × 3/10 

大きな課題がある 配点 × 2/10 

特に(大きな)課題がある 配点 × 1/10 

著しく劣り不適である 配点 × 0/10 
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第７ 基本計画の協議 

 
１ 基本計画の策定 

事業予定者は、市と協議の上、基本計画を策定し、売買契約又は定期借地契約締結まで

に市と基本計画協定を締結することとします。 
基本計画は、事業提案に基づき、開発の基本方針、施設計画（建築計画、景観・デザイ

ン、地区施設、緑化、交通処理等）、事業・運営計画、事業実施スケジュール等を定める

ものです。策定に当たっては、市との協議に誠意を持って、かつ迅速に対応してください。 

 
２ スケジュール 
（１）市会の議決案件となる場合（一体区画又は東区画） 

事業予定者は、事業予定者決定の翌日から３か月以内に基本計画協議書（事業計画の 

基本的事項、協議項目、課題等を整理したもの）を提出することを基本とします（基本 

計画協議書の提出後、市と仮契約を締結します。「第８及び第 10」参照）｡ 

 

（２）市会の議決案件とならない場合（西区画） 

事業予定者は、事業予定者決定の翌日から６か月以内に基本計画協議書を提出すること 

を基本とします（基本計画協議書の提出後、市と予約契約を締結し、事業者となります。 

「第９及び第 10」参照）｡ 

 
３ 事業予定者決定の取消し 

「第 10－１」に定める期間内に、事業予定者（又は事業者）の責めに帰すべき事由により、

基本計画協定が締結できない場合、市は、事業予定者の決定を取り消すことがあります。 
 
４ 費用負担 

この「基本計画の協議」に必要な書類の作成等に要する費用は、事業予定者（又は事業者）

の負担とします。 
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第８ 仮契約の締結（市会の議決案件となる、一体区画又は東区画の場合） 

 
１ 仮契約の締結 

一体区画又は東区画の場合は、土地を処分するにあたり、市会の議決が必要となり、議

決を得ることが仮契約成立の条件となります。 

そのため、市は、事業予定者と仮契約を締結し、市会の議決手続を行います。 

仮契約の締結時期等については、基本計画協議書が提出された後、市会の議決手続を踏

まえながら、別途調整していきます。 

仮契約は、「土地売買仮契約書《標準例》」によるものとします。なお、個々の状況等

に応じて、条項が異なることがあります。 

仮契約が適切な時期に締結されず、市会の議決後、事業予定者決定の翌日から１年以内

に市と基本計画協定及び売買契約を締結することが困難となった場合、市は、事業予定者の

決定を取り消すことがあります。 

   

 

２ 費用負担 
仮契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業予定者の負担とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分については、この条例に定

めるところによる。 

（市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第８号の規定により市議会

の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格 100,000,000円以上

の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、その面積が一件

10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買

入れ若しくは売払いとする。 
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第９ 予約契約の締結（市会の議決案件とならない、西区画の場合） 

 
１ 予約契約の締結 

事業予定者は、事業予定者決定の翌日から６か月以内に、基本計画協議書を提出した上

で、市と予約契約を締結することを基本とします。予約契約の締結をもって、事業予定者を

事業者とします。当該期間内に、事業予定者の責めに帰すべき事由により、予約契約の締結

に至らない場合、市は、事業予定者の決定を取り消すことがあります。 
予約契約は、「事業用定期借地権設定に関する予約契約書《標準例》」によるものとし

ます。なお、個々の状況等に応じて、条項が異なることがあります。 

予約契約締結時には、予約金を市に預託するものとします。 

 

定期借地契約の場合の予約金 事業予定者の提案した貸付料の 15か月分相当の額（保証

金の一部に充当することができるものとします。※） 

※  予約金に利息は付しません。 
 

２ 費用負担 
予約契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業予定者（又は事業者）の負担とします。 

 

３ 予約契約の解除 
事業者の責めに帰すべき事由により、基本計画協定又は定期借地契約の締結など、予約

契約に定める義務を事業者が履行しない場合、市は、予約契約を解除することができるも

のとします。 
この場合、｢第９－１｣に定める予約金は返還しません。 
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第 10 土地処分契約の締結 

 
１ 土地処分契約の締結 
（１）市会の議決案件となる場合（一体区画又は東区画） 

事業予定者は、仮契約を締結の上、市会の議決後、事業予定者決定の翌日から１年以

内に市と「基本計画協定」及び「売買契約」を締結することを基本とします。 

事業予定者の事由により市の承認を得て、売買契約締結の期限を延長する場合、市は、

遅延損害金の徴収をすることができるものとします。 

なお、事業予定者は、売買契約締結時に事業者となります。 

売買契約は、「土地売買契約書《標準例》」によるものとします。なお、個々の状況   

等に応じて、条項が異なることがあります。 

 

（２）市会の議決案件とならない場合（西区画） 

事業予定者は、予約契約を締結の上、事業予定者決定の翌日から１年以内に市と「基

本計画協定」及び「定期借地契約」を締結することを基本とします。 

事業者の事由により市の承認を得て、定期借地契約締結の期限を延長する場合、市は、

遅延損害金を徴収することができるものとします。 

定期借地契約は、「事業用定期借地権設定に関する合意書《標準例》」によるものと  

します。なお、個々の状況等に応じて、条項が異なることがあります。 

 

 

２ 費用負担等 
売買契約又は定期借地契約の締結及び履行に関して必要な費用は、事業予定者又は事業者の

負担とします。 

なお、事業用定期借地権設定は、借地借家法第 23条の規定に基づく事業用定期借地とし

て公正証書により契約を締結します。 

 

３ 着工時期等 
事業者は、売買契約又は定期借地契約締結後、基本計画に定めた建築計画及びスケジュ

ールに基づき、基本設計及び実施設計を行い、建設工事に着手してください。 
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■みなとみらい２１地区 60・61・62 街区 街づくり方針（平成 27年２月 25日策定） 

 

１ はじめに 

   首都圏や羽田空港からのアクセスが良く、国内外からの観光客を呼び込む環境に優れているみな

とみらい２１地区では、近年、良質なエンターテイメント施設が立地し、地区の新たな魅力となっ

ています。また、今後の MICE施設の拡充整備（20街区）も踏まえ、MICE参加者やその家族が安心・

快適で楽しく滞在できる街であることが求められます。 

更に、本年度実施したサウンディング調査においても、参加企業から「観光・エンターテイメン

ト」を軸とした街づくりは有効であるとのご意見をいただきました。 

このような中、平成 27年２月に策定された横浜市都心臨海部再生マスタープランでは、横浜独自

の都心機能を高める視点の１つとして「観光・エンターテイメント・MICEなど」を挙げ、また、60･

61･62街区は、観光・エンターテイメント等の大規模集客施設を誘導するエリアとして位置付けられ

ました。このエリアは横浜都心臨海部における貴重な大規模土地であり、都心臨海部を象徴する開

発を誘導する必要があります。 

   これらを踏まえ、60・61・62街区の街づくり方針を定め、街区開発を進めていきます。 

 

２ ６０・６１・６２街区 街づくり方針 

 

1)区  域・・・60・61・62街区を対象とする 

大規模な敷地や、水辺に近いロケーションを生かした賑わい空間を創出するため、60・61・62 街

区（約 8.3ha）を対象とします。 

 

2)方  針・・・「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくり 

職・商・文・住が集まり一定程度成熟したみなとみらい２１地区にとって、来街者等が学び・楽し

み・交流できる場としての観光・エンターテイメントの集積は、地区の魅力をさらに高める新たな要

素となります。当エリアにおいて「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくりを進めることで、

アフターコンベンション機能を充実させると共に、こどもから大人まで、国内外の様々な人が学び・

楽しみ・交流できる街づくりを進め、『国際 MICE都市 横浜』のブランドアップにつなげます。 

 

(3)開発方針 

 

① 中規模施設や大規模施設の立地により賑わいを形成 

サウンディング調査等による事業者ニーズを踏まえ、中規模施設（敷地面積 0.5～1.0ha程度）

や大規模施設（開発敷地 数 ha）の立地による開発を誘導し、賑わいを形成します。 

 

② 街区を貫通する歩行者通路を整備 

約 8.3haという広大な街区を貫通する歩行者通路（幅員 15m程度）を整備し、来街者が水辺を

感じつつ、安全・快適に楽しみながら通行できる象徴的な歩行者空間を設けます。 
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③ 歩行者通路より高島水際線公園側は、中低層の建築物を誘導 

歩行者通路より高島水際線公園側に中低層の建築物を誘導します。これにより、歩行者通路か

らの圧迫感を軽減し公園・水辺等への空間的な広がりを生み出すと共に、横浜駅側から当エリア

全体が見通せる景観の形成を誘導します。 

 

④ 街区全体が調和した魅力ある街並み景観の形成 

建物や空地等の配置・計画に配慮するため、マスターアーキテクト等の手法により、各施設

の特徴を活かしつつも街区全体として調和した街並み景観の形成を誘導します。 

 

 (4)土地処分等の手法・・・売却や定期借地等、多様な手法により街区開発を促進 

観光・エンターテイメント事業は、地区全体の賑わい創出や波及効果が高い一方、土地の高度利用

が難しく土地負担力が弱いため、進出が困難となっています。こうした、観光・エンターテイメント

事業の特性を考慮し、従来の売却による土地処分のほか、定期借地等、多様な手法を活用し、街区開

発を促進していきます。 

 

３ 街づくり方針イメージ 

※歩行者通路のルートはイメージであり、位置は今後調整していきます。 

海への見通しや 

空間的な広がり 

中低層 
エリア 

エリア構成イメージ 
 

中規模施設や大規模施設の立地により、 

エンターテイメントやエデュテイメント等

こどもから大人まで、国内外の様々な人が

学び・楽しみ・交流できる施設を集積 

歩行者ネットワーク 

歩
行
者
通
路 

水辺や周辺地区への 

見通しや空間的な広がり 
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■募集街区の土地の所在等（地番表） 

 

街区 所在地 
公簿

地目 

公簿及び実

測 

地積（㎡） 

提案 

区画 

所管局 用途地域 

（建ぺい率/容積

率） 

60・61 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 22 

宅地 

3,096.79  西区画 財政局 

商業地域 

（80％/600％） 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番１ 9,686.25 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 10 15.67 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 11 51.16 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 12 12.29 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 13 179.04 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 14 18.05 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 15 65.53 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 25 285.83 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 26 353.27 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 27 15.17 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 28 40.77 東区画 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番３ 7,709.02 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番５ 1,279.37 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 16 170.12 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 17 56.56 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 18 71.59 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 19 2.45 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 20 12.24 東区画 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 21 10.55 東区画 港湾局 

合 計 23,131.72   

※東区画、西区画の区分については、11 ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









みなとみらい21地区

60・61街区 街区開発の手引き

1



１ ｜街区開発の手引きとは

• 1965年に横浜の都心部強化事業の中核的プロジェクトとして発表された「みなとみらい２１事

業」は、構想から57年、1983年の事業着手から約40年を経て、地区の開発が終盤を迎えてい

ます。

• 今回の公募対象地である60・61街区は、みなとみらい２１地区で最後の大規模な市有地であ

り、地区全体の開発の総仕上げとなる重要な街区です。

• 今回の公募においては、みなとみらい２１地区の現状やコロナ禍以降の観光・エンターテイメント

の変化などをふまえ、平成27年に策定した「みなとみらい２１地区60・61・62街区 まちづくり

方針」に基づき開発条件としている「展示等集客施設（以下、「観光・エンターテイメント施設」とい

う。）」の範囲を広げることとしました。

• 地区の現況と併せて、公募対象街区に期待する効果や観光・エンターテイメント施設とみなすこ

とができる施設のイメージなどを示す手引きを作成しましたので、提案の参考としてください。

｜目次

１｜街区開発の手引きとは

２｜みなとみらい21地区の現況

（１）横浜観光の概況とみなとみらい２１地区の来街者

（２）観光エンターテイメント施設の集積状況

（３）MICE施設と周辺の状況

（４）６０・６１街区の周辺状況・考察

（５）みなとみらい２１地区の観光エンターテイメント施設の特性

（６）みなとみらい21地区の交通と観光動線等

３｜60・61街区に期待する効果のイメージ

４｜６０・６１街区で特に配慮すべきこと

参考｜観光・エンターテイメント施設としてみなすことが

できる施設用途・広場 のイメージ

2

横浜市消防局航空消防隊撮影



日帰り観光客, 

4,675 , 

56%

宿泊観光客, 

865 , 10%

就業者, 

2,800 , 

34%

R1来街者の内訳

（8,340万人/年

店舗数 割合

みなとみらい駅 284 3 1.1% MM線直通路線

横浜駅 1,496 89 5.9% MM線直通路線

元町・中華街 454 13 2.9% MM線直通路線

馬車道駅 751 122 16.2% MM線直通路線

武蔵小杉駅 491 60 12.2% MM線直通路線

新宿駅 2,566 360 14.0%

東京駅 1,544 45 2.9%

渋谷駅 2,219 394 17.8% MM線直通路線

六本木駅 1,278 368 28.8%

銀座駅 3,282 458 14.0%

恵比寿駅 1,239 285 23.0%

中目黒駅 627 104 16.6% MM線直通路線

自由が丘駅 661 80 12.1% MM線直通路線

神奈川

東京

５００ｍ圏内

店舗数

夜12時以降入店可
備考

２｜みなとみらい21地区の現況

（１）横浜観光の概況とみなとみらいの来街者

3

●夜間における飲食店の営業状況

みなとみらい駅・横浜駅等は、沿線他駅、都内主要駅と比較して、深夜営業して

いる飲食店が少ない状況です。（出典：飲食店掲載サイトより検索抽出２０２２年11月現在）

●横浜観光の概況

コロナ禍前から、横浜観光は集客と消費額の伸びが鈍化しています。

●みなとみらいの就業者、事業所数

開発進捗に合わせて就業者数、事業所数は増加しています。近年実施した

進出企業に向けたエリアマネジメント団体の進出企業意向調査によると、

地区内他企業同士の繋がりを課題に挙げている企業が多いという結果が

出ています。
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横浜市の観光集客実人員と観光消費額

観光消費額 観光集客実人員数

→コロナ禍

（億円/年）（万人/年）

鈍化 →

（千人） （社）

●みなとみらいの年間来街者層の内訳

みなとみらいへの来街者は、観光客が約７割の割合を占めています。

そのうち、日帰り観光客が約８５％を占めています。

出典：年間来街者数（推計値）及び就業者数並びに

「令和元年度集客実員調査及び観光動態消

費調査報告書」から推計

単位：万人/年

出典：横浜市観光集客指標
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みなとみらい地区の

就業者数と事業所数の推移

事業所数 就業者数 出典：都市整備局記者発表資料


入れ込み数

						就業者数 シュウギョウシャ スウ		事業所数 ジギョウショ カズ		来街者数 ライガイシャ カズ		居住者数 キョジュウシャ スウ		観光客数 カンコウ キャクスウ		市観光消費額億円 シ カンコウ ショウヒガク オクエン		市観光入込客数 シ カンコウ イ コ キャクスウ		就業者/年 シュウギョウシャ ネン		日帰り/年 ヒガエ ネン		宿泊/年 シュクハク ネン		MICE		就業者/日 シュウギョウシャ ニチ		日帰り/日 ヒガエ ニチ		宿泊/日 シュクハク ニチ

		H20		2008		63,000				53,000,000				37,250,000

		H21		2009		67,000				54,000,000				37,250,000

		H22		2010		67,000		1,250		58,000,000				41,250,000		2,119		2,619

		H23		2011		78,000		1,420								1,906		2,229

		H24		2012		89,000		1,520		64,000,000						1,924		2,481

		H25		2013		93,000		1,720		72,000,000						2,334		3,134

		H26		2014		98,000		1,730		76,000,000						2,771		3,452

		H27		2015		102,000		1,770		76,000,000				50,500,000		3,188		3,761								279,000

		H28		2016		103,000		1,760		81,000,000				55,250,000		3,195		3,614		25,750,000		44,200,000		11,050,000		313,000				121,096		30,274

		H29		2017		105,000		1,810		79,000,000				52,750,000		3,557		3,631		26,250,000		42,200,000		10,550,000		249,000				115,616		28,904

		H30		2018		107,000		1,810		83,000,000				56,250,000		3,633		3,420		26,750,000		45,000,000		11,250,000		215,000		107,000		123,288		30,822

		令和元 レイワ モト		2019		112,000		1,820		83,400,000				55,400,000		3,762		3,634		28,000,000		44,320,000		11,080,000		304,000				121,425		30,356

		令和２ レイワ		2020		117,000		1,820		60,400,000				31,150,000		1,050		1,629		29,250,000		24,920,000		6,230,000						68,274		17,068

		令和3 レイワ		2021		125,000		1,850		61,500,000				30,250,000		1,769		2,536		31,250,000		24,200,000		6,050,000						66,301		16,575

		令和4 レイワ		2022

						YMM		YMM		YMM		住民基本台帳1月 ジュウミン キホン ダイチョウ ガツ		来街者−就業者×250 ライガイシャ シュウギョウシャ						就業者数*250日 シュウギョウシャ カズ ニチ		8割 ワリ		２割 ワリ		アニュアルR

						就業者数 シュウギョウシャ スウ		事業所数 ジギョウショ スウ								観光集客実人員数 カンコウ シュウキャク ジツ ジンイン スウ		観光消費額 カンコウ ショウヒガク



				2012		89		1520						2012		2,481		1,924

				2013		93		1720						2013		3,134		2,334										就業者/日 シュウギョウシャ ニチ		日帰り/日 ヒガエ ニチ		宿泊/日 シュクハク ニチ

				2014		98		1730						2014		3,452		2,771										107,000		123,288		30,822

				2015		102		1770						2015		3,761		3,188

				2016		103		1760						2016		3,614		3,195										市全体比率 シ ゼンタイ ヒリツ		MM比率 ヒリツ

				2017		105		1810						2017		3,631		3,557								観光 カンコウ		5,604

				2018		107		1810						2018		3,420		3,633								MICE		22

				2019		112		1820						2019		3,634		3,762								就業 シュウギョウ		2675

				2020		117		1820						2020		1,629		1,050

				2021		125		1850						2021		2,536		1,769								日帰り観光 ヒガエ カンコウ		4,113		3,315

																										市外で宿泊観光 シガイ シュクハク カンコウ		403		574

																										市内外で宿泊観光 シナイガイ シュクハク カンコウ				89

																										市内で宿泊観光 シナイ シュクハク カンコウ		981		1,193

																										MICE		22		22

																										就業 シュウギョウ		2,675		2,675



MM21地区　来街者の内訳（概算）





就業者/日	日帰り/日	宿泊/日	107000	123287.67123287672	30821.917808219179	





観光	MICE	就業	5603.5	21.5	2675	



日帰り観光	市外で宿泊観光	市内外で宿泊観光	市内で宿泊観光	MICE	就業	4112.9690000000001	403.45199999999994	980.61249999999995	21.5	2675	日帰り観光	市外で宿泊観光	市内外で宿泊観光	市内で宿泊観光	MICE	就業	4112.9690000000001	403.45199999999994	980.61249999999995	21.5	2675	日帰り観光	市外で宿泊観光	市内外で宿泊観光	市内で宿泊観光	MICE	就業	4112.9690000000001	403.45199999999994	980.61249999999995	21.5	2675	日帰り観光	市外で宿泊観光	市内外で宿泊観光	市内で宿泊観光	MICE	就業	4112.9690000000001	403.45199999999994	980.61249999999995	21.5	2675	





日帰り観光	市外で宿泊観光	市内外で宿泊観光	市内で宿泊観光	MICE	就業	3315.0306	573.79840000000002	89.095650000000006	1193.1723069000002	21.5	2675	

来街者の内訳





日帰り観光	市外で宿泊観光	市内外で宿泊観光	市内で宿泊観光	MICE	就業	3315.0306	573.79840000000002	89.095650000000006	1193.1723069000002	21.5	2675	

みなとみらい地区の

就業者数と事業所数の推移



事業所数	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1520	1720	1730	1770	1760	1810	1810	1820	1820	1850	就業者数	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	89	93	98	102	103	105	107	112	117	125	









横浜市の観光集客実人員と観光消費額



観光消費額	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1924	2334	2771	3188	3195	3557	3633	3762	1050	1769	観光集客実人員数	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2481	3134	3452	3761	3614	3631	3420	3634	1629	2536	











飲食店

						５００ｍ圏内
店舗数 ケン ナイ		夜12時以降入店可				備考

								店舗数		割合

		神奈川		みなとみらい駅		284		3		1.1%		MM線直通路線

				横浜駅		1,496		89		5.9%		MM線直通路線

				元町・中華街		454		13		2.9%		MM線直通路線

				馬車道駅		751		122		16.2%		MM線直通路線

				武蔵小杉駅		491		60		12.2%		MM線直通路線

		東京		新宿駅		2,566		360		14.0%

				東京駅		1,544		45		2.9%

				渋谷駅		2,219		394		17.8%		MM線直通路線

				六本木駅		1,278		368		28.8%

				銀座駅		3,282		458		14.0%

				恵比寿駅		1,239		285		23.0%

				中目黒駅		627		104		16.6%		MM線直通路線

				自由が丘駅		661		80		12.1%		MM線直通路線





会員アンケ

		魅力 ミリョク		2012		2015		2017		2019

		地域固有のブランド チイキ コユウ		26		16		16		18

		風格ある都市空間 フウカク トシ クウカン		11		8		9		16

		交通の利便性 コウツウ リベンセイ		8		11		10		17

		商業と観光 ショウギョウ カンコウ		16		17		17		27

		国際性 コクサイセイ		7		5		8		13

		イベントや催事 サイジ		9		13		9		16

		就業者数 シュウギョウシャ カズ				102,000		105,000		112,000

				2012		2015		2017		2019

		企業間の繋がり キギョウカン ツナ		13		12		14		9

		緑化 リョッカ		10		11		11		12

		防災体制 ボウサイ タイセイ		10		10		10		11

		企業情報集積 キギョウ ジョウホウ シュウセキ		10		9		8		3

		地域とのつながり チイキ		10		8		11		8

		就業者数 シュウギョウシャ カズ				102,000		105,000		112,000















MM21地区の魅力



就業者数	2012	2015	2017	2019	102000	105000	112000	地域固有のブランド	2012	2015	2017	2019	26	16	16	18	風格ある都市空間	2012	2015	2017	2019	11	8	9	16	交通の利便性	2012	2015	2017	2019	8	11	10	17	商業と観光	2012	2015	2017	2019	16	17	17	27	国際性	2012	2015	2017	2019	7	5	8	13	イベントや催事	2012	2015	2017	2019	9	13	9	16	









MM21地区の課題



就業者数	2012	2015	2017	2019	102000	105000	112000	企業間の繋がり	2012	2015	2017	2019	13	12	14	9	緑化	2012	2015	2017	2019	10	11	11	12	防災体制	2012	2015	2017	2019	10	10	10	11	企業情報集積	2012	2015	2017	2019	10	9	8	3	地域とのつながり	2012	2015	2017	2019	10	8	11	8	











市集客動態

		全体 ゼンタイ

		10代 ダイ		314

		20代 ダイ		772

		30代 ダイ		706

		40代 ダイ		777

		50代 ダイ		662

		60代以上 ダイ イジョウ		1192

		全体 ゼンタイ

		市内 シナイ		1360

		東京 トウキョウ		725

		県内 ケンナイ		683

		埼玉 サイタマ		265

		千葉 チバ		237

		休日 キュウジツ

		友人・知人 ユウジン チジン		813

		子連れ家族 コヅ カゾク		471

		夫婦 フウフ		380

		その他家族 タ カゾク		254

		ひとり		222

		その他 タ		69

		全体 ゼンタイ

		日帰り ヒガエ		3330

		市内宿泊 シナイ シュクハク		774

		市外宿泊 シガイ シュクハク		319

		休日 キュウジツ

		市内 シナイ		722

		10回以上 カイ イジョウ		739

		３－９回 カイ		462

		２回目 カイメ		153

		初めて ハジ		127

		全体 ゼンタイ

		市内 シナイ		1359

		10回以上 カイ イジョウ		1516

		３－９回 カイ		905

		２回目 カイメ		316

		初めて ハジ		314

								その他関東 タ カントウ		13

		横浜市		1360				近畿 キンキ		238

		東京		725				中部 チュウブ		377

		神奈川		683				東北 トウホク		121

		千葉		237				北海道 ホッカイドウ		70

		埼玉		265				九州 キュウシュウ		69

		大阪		88				四国 シコク		38

		愛知		106				山陽山陰 サンヨウ サンイン		65

		兵庫		71				その他関東 タ カントウ		662

		北海道		70				神奈川 カナガワ		683

		静岡		108				東京 トウキョウ		725

		新潟		43				横浜市 ヨコハマシ		1360

		宮城		41

		茨城		65

		広島		36

		長野		39

		福岡		33

		栃木		53

		群馬		42

		三重		30

		石川		18

		京都		28

		山形		20

		福島		18

		岐阜		19

		青森		15

		富山		14

		熊本		8

		岡山		15

		高知		14

		佐賀		4

		鳥取		5

		徳島		8

		和歌山		7

		沖縄		9

		宮崎		5

		秋田		14

		大分		8

		福井		8

		愛媛		8

		岩手		13

		香川		8

		滋賀		8

		山梨		22

		鹿児島		11

		島根		1

		奈良		6

		外国 ガイコク		4



年代















10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	314	772	706	777	662	1192	

居住地













市内	東京	県内	埼玉	千葉	1360	725	683	265	237	

休日の同伴形態















友人・知人	子連れ家族	夫婦	その他家族	ひとり	その他	813	471	380	254	222	69	

休日の訪問回数













市内	10回以上	３－９回	２回目	初めて	722	739	462	153	127	

市観光全体の訪問回数













市内	10回以上	３－９回	２回目	初めて	1359	1516	905	316	314	

市観光全体の居住地



























その他関東	近畿	中部	東北	北海道	九州	四国	山陽山陰	その他関東	神奈川	東京	横浜市	13	238	377	121	70	69	38	65	662	683	725	1360	





（２）観光・エンターテイメント

施設の集積状況

・現在、みなとみらい２１地区には、

多種多様な観光・エンターテイメ

ント施設が集積しつつあります。

・みなとみらい２１地区内では、赤

レンガ倉庫やよこはまコスモワー

ルドなどの代表的な観光スポット

が新港地区の徒歩圏内にまと

まって集積しています。

・一方、みなとみらい２１中央地区

では、みなとみらい大通りやみな

とみらい線新高島駅周辺の街区

開発が進み、企業系のミュージア

ムや横浜アンパンマンこども

ミュージアムなどの施設が次々と

オープンしています。

・60・61・６２街区は、「みなとみら

い２１地区６０・６１・６２街区街づ

くり方針」に基づき、「観光・エン

ターテイメント」を軸とした街づく

りを進めるエリアに位置付けられ

ており、Ｋアリーナや水族館など

の計画が進められています。

・６０・６１街区の残りの敷地では、

街づくり方針や、周辺街区の既決

定計画との親和性があり、相乗効

果を生むような土地利用計画が

期待されます。
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横浜市の国際会議開催件数と参加者数の推移

国内参加者数 外国人参加者数 開催件数

｜ 5

（３）MICE施設と周辺の状況

・60・61街区は、横浜の主要なMICE

施設であるパシフィコ横浜に近接し

ています。コロナ禍前まで横浜市の

MICE参加者数は、約20～３０万人

/年で推移しており、パシフィコ横浜

は施設別国際会議参加者総数で18

年連続国内１位となっています。

・数日間にわたるMICEに参加する方

の中には宿泊される方も多く、地区

内に長く滞在します。このため、参加

者の滞在体験価値を高めることにつ

ながる魅力的な施設が必要です。（地

区特有の体験ができる施設など）

・横浜がMICE都市として選ばれるた

めには、魅力的な施設の整備に加え

て、観光案内情報等の効率的な発信

や来街者のニーズにあわせたきめ細

かなサービスを提供できる環境も必

要です。

→コロナ禍

（人） （件）

出典：JNTO



（４）60・61街区の周辺状況・考察

・60・61街区の近接地では、観光・エンターテイメント施設の集積が進

んでいます。

・さらにその周辺では、日本を代表する企業のオフィス、開発・研究施

設や企業系ミュージアムが集積し、来街者等が学び・楽しみ・交流でき

る場が増えてきています。

・また、みなとみらい２１地区の主要な歩行者ネットワークであるキング

軸、グランモール軸が近接し、それらに接続するかたちで60・61・62

街区内を貫通する歩行者ネットワークを形成することが位置付けられ

ています。52街区と60・61街区をデッキで接続することで、各軸か

らの人の流れの増加が見込まれます。

・60・61街区は、オフィス、ホテル、観光・エンターテイメント施設及び

住宅などの多様な用途の施設が混在するエリアに位置しており、地区

の主要な歩行者ネットワークと接続されることで、様々な人の交流や

新たなイノベーションが期待されます。
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（５）みなとみらい21地区の観光・エンターテイメント施設の特性

・地区内の主な観光エンターテイメント施設の特性を「地域特有性」・「コンテンツの可変性」で分類する

と、下表になります。

・みなとみらい21地区は、今後成熟期に入ります。街区開発が落ち着いた後も、地区に新しい魅力を

生み出し続け、何度も訪れたくなるまちとして成長していくことが期待されます。地区内にある既存

施設との連携や回遊性の向上により、地区の魅力をより一層高めていくことが求められます。

MM地区特有

×
コンテンツ可変

MM地区特有

×
コンテンツ常設

他都市にも
展開／類似

事例がある

×
コンテンツ可変

赤レンガ倉庫ホール

赤レンガ倉庫野外イベント広場

Kアリーナ横浜

ドッグヤードガーデン

ぴあアリーナＭＭ

KT Zeｐｐ Yokohama

国立大ホール

ビルボードライブ横浜

ブロンテ

みなとみらいホール

ランドマークホール

帆船日本丸

横浜みなと博物館

YOKOHAMA AIR CABIN

海外移住資料館

京急ミュージアム

首都高MMパーク

三菱みなとみらい技術館

ムラーボ！

YUMESAKI GALLERY

コニカミノルタプラネタリウム

YOKOHAMA

みらい美術館

※同類グループ内はアイウエオ順で列記

他都市にも
展開／類似

事例がある

×
コンテンツ常設

横浜美術館

ゲームアートミュージアム(計画中）

資生堂S/PARK

日産グローバル本社ギャラリー

海上保安資料館横浜館

水族館（計画中）

カップヌードルミュージアム

原鉄道模型博物館

横浜アンパンマンこどもミュージアム

よこはまコスモワールド

横浜みなとみらい万葉倶楽部
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(６)みなとみらい21地区の交通
と観光動線等

・60・61街区は、国内有数の鉄道

ターミナル駅である横浜駅から徒歩

圏に位置するとともに、みなとみら

い線の新高島駅からも徒歩圏に位

置しています。また、みなとみらい２

１地区は羽田空港から車で約20分

でアクセスすることが可能です。

・横浜駅東口バスターミナルを起終点

とする周遊バス路線は、主に赤レン

ガ倉庫と桜木町駅、パシフィコ横浜

を結びます。60・61街区周辺には、

BAYSIDE BLUEのバス停があり

ます（概ね２便／時）。

・地区内の移動手段として、横浜bay

bikeやLUＵＰ、ＷＨＩＬＬ等（電動車

椅子）の小型モビリティのシェアリン

グポートが民有地にありますが、地

区内の北側、60・61街区周辺には

シェアリングポートが少ない現状で

す。

・60・61街区周辺が観光・エンターテ

イメントゾーンとして形成されるに

伴い、みなとみらい21地区内外との

アクセス向上や横浜都心臨海部の回

遊性を高めることで、円滑な人の流

れを誘導することができます。

※令和５年３月時点の情報です。
最新の交通情報をご確認ください。



「職・商・文・住」が集まり一定程度成熟

したみなとみらい21地区にとって、来

街者等が学び・楽しみ・交流できる場と

しての観光・エンターテイメントの集積

は、地区の魅力をさらに高める新たな

要素となります。60・61・62街区にお

いて「観光・エンターテイメント」を軸と

した街づくりを進めることで、アフター

コンベンション機能を充実させると共

に、こどもから大人まで、国内外の

様々な人が学び・楽しみ・交流できる街

づくりを進め『国際MICE都市横浜』の

ブランドアップにつなげます。

３｜60・61街区に期待する効果のイメージ

上位計画の都市像を具現化するため、みなとみらい２１地区の位置づけや

60・61・62街区の街づくり方針、周辺の開発状況を踏まえ、60・61街区

に期待する効果のイメージは下図のとおりです。
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１. 24時間活動する国際文化都市

2. 21世紀の情報都市

3. 水と緑と歴史に囲まれた人間環境都市

コンベンション機能を備えた国際交流拠点として、

パシフィコ横浜を中心に、オフィス、文化施設、商業

施設、都市型住宅など、様々な機能を有機的に結

合。世界各地の動きに常時対応する、活気に満ちた

国際色あふれる魅力的な街をつくります。

先端技術・知識集約・国際業務などの分野で活動す

る企業の中枢管理部門や研究開発部門をはじめ、

国の行政機関などの業務機能を集積し、経済・文化

など、様々な情報を創造・発信する情報都市として

機能していきます。

ウォーターフロントの貴重な特性を生かし、人間と自然

とが溶け合う潤いのある街づくりを進め、水際に広が

る大規模な緑地などを整備し、緑のネットワークを形

成します。また、横浜の歴史を象徴する赤レンガ倉庫

や石造りドックなどを保存・活用し、水と緑の中で歴史

の香りが漂う、開放的な都市環境を実現します。

-効果その１-

多くの人を

何度でも

惹きつける街

-効果その３-

国内外の観光客

やMICE参加者

の満足度向上

-効果その４-

地区内外の

回遊性の強化

-効果その２-

多様な交流や

イノベーション

の創出

新しいモノ・コトを

発見・体験できる

観光・エンターテイメント

・世界レベルの観光・エンターテイメントによる集客

・クリエイティブな感性を刺激する空間による街区の個性と魅力の向上

・可変的な広場空間の使い方などによる多彩なイベント など

・大人が楽しめる上質なナイトライフ

・横浜や日本ならではの食や文化の体験

・箱根や鎌倉を含めた近隣観光のワンス

トップサービス など

・地区内を回遊できる小型モビリティハブ機能の確保

・歩いて楽しめる沿道＆デッキ空間の創出

・地区内外の回遊を誘発する情報発信 など

・就業者、学生、住民など、様々なジャンルの

人による気軽な交流創出

・企業の研究開発拠点の集積を活かし、企業

や人をつなぐ場と機会の提供

・実証実験を通したイノベーションの創出など

●期待する効果のイメージ

みなとみらい21地区の都市像

横浜市都心臨海部

再生マスタープラン

（みなとみらい２１地区）

横浜の二つの都心部（関内・伊勢佐木町

地区、横浜駅周辺地区）を一体化し、横

浜の自立性の強化等を目的に整備され

た新しい街です。

国際的な企業が立地する業務拠点をは

じめ、広域的な商業拠点、中核的MICE

拠点であるパシフィコ横浜があり、横浜

経済をけん引する都心機能がコンパク

トに集積しています。また、観光地とし

ても人気が高く、国内外から多くの

人々が訪れています。

60・61・62街区
の街づくり方針

観光・エンターテイメント
を軸とした街づくり

＋



●街区開発にあたって

・車の動線として、59街区、60・61街区、

62街区と65街区にある複数施設が、市

道高島台298号線にアクセスを頼る状況

です。

・周辺の歩道等の基盤施設への影響に配慮

し、施設の規模や特性に応じて、公募対象

地に集中発生する人流を検討する必要が

あります。（集中発生の人流規模の目安：１

万人未満）

・キング軸から60・61街区を抜け、62街

区までを結ぶ歩行者動線は、連続性があ

り、円滑に移動ができる歩行者ネットワー

クを形成する必要があります。

・60・61街区から52街区へ至るとちのき

通り上空には歩行者用デッキの整備が計

画されており、とちのき通りの横断部分及

び60・61街区内の階段、橋脚等を、52街

区事業者が街区開発と合わせて設置する

予定です。60・61街区側では、歩行者用

デッキに近接した位置にエレベーターを設

置する必要があります。

・隣接する横浜アンパンマンミュージアムの

来館者出入口及び駐輪場出入口が地区施

設に面していることから、60・61街区内

の地区施設と接続する必要があります。

10

４｜60・61街区で特に留意すべきこと



参考｜「観光・エンターテイメント施設（展示等集客施設）」としてみなせる施設用途のイメージ
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街区の個性が表出し、様々な用途に転換・演出ができる
屋内外、半屋外広場 ソニーセンター＠ベルリン

３） 子供たちの体験学習型の施設（アクティビティのイメージ）

「宿場町」の文脈をデザインし、地元の名物飲食を提供
（小田原市 ミナカ小田原）

様々な電動モビリティの拠点
（東京都 ENEOS マルチモビリティステーション)

横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパス
産学連携イノベーション拠点

（横浜市 NANA Lv.（ナナ レベル))

シェアスペース提供以外にイベントも実施する施設
（横浜市 Bukatsudo）

NYのグルメやお土産探しが楽しめる人気観光スポット
（ニューヨーク NYチェルシーマーケット）

シティプロモーションを兼ねる観光難内
（シンガポール Red Dot Design Museum)

親子でインフラシステムを学んで遊ぶ
(東京都 銀座SIX 子ども向けカルチャープログラム)

バス停に近接したモビリティハブ
（モビリティハブにレスト機能が隣接するイメージ）

公道民地

１)エンターテイメント性のあるテーマ型の飲食施設・物販施設

２)企業、大学及び市民等の交流・情報発信等のためのラウンジ・ホール

４）観光インフォメーション施設（案内やコンシェルジュ機能を有する施設） ５）モビリティハブ（地区内外の回遊性向上に資する施設）

水上マーケットを彷彿する飲食店街
（バンコク アイコンサイアム）

子どものプログラミングやeスポーツ体験
(東京都 東京ミッドタウン アトリウム）

探せる・見せる・支えるがテーマの観光難内
（東京都 浅草文化観光センター)
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参考｜ 「観光・エンターテイメント施設（展示等集客施設）」としてみなせる広場の可変的な使い方のイメージ

定期的なマルシェ等の開催による
にぎわいを創出する広場空間

（東京都 立川グリーンスプリングス）

屋内広場におけるパブリックビューイング
（富山県 富山グランドプラザ）

様々な用途に転換し、演出ができる屋内外・半屋外広場
（ベルリン ソニーセンター）

屋外イベントも実施できる屋上広場
（東京都 銀座東急プラザ）

屋外を活用したイベント実施
（東京都 東京ミッドタウン）

昼夜を問わずスポーツできる広場
（東京都 MIYASHITA PARK）

・観光・エンターテイメントの常設施設（高付加価値的なコンテンツ空間）の他に、誰もが使えるコンテンツ空間（広場等）をバランス良く

配置し、「多くの人が何度でも新しいモノ・コトを発見・体験できる」観光・エンターテイメント空間を創出します。
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